
1

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を
補
足
す
る
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
軍
属
に
係
る
扱
い
に

つ
い
て
の
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
（
以
下
「
合
衆
国
政
府
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
総
称
す

る
。
）
は
、

共
に
千
九
百
六
十
年
一
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六

条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本
国
の
安
全
並
び
に
極
東
に
お
け
る

国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

二
千
十
六
年
七
月
五
日
に
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
「
軍
属
を
含
む
日
米
地
位
協
定
上
の
地
位
を
有
す
る
米
国
の
人
員
に
係
る

日
米
地
位
協
定
上
の
扱
い
の
見
直
し
に
関
す
る
日
米
共
同
発
表
」
が
発
表
さ
れ
、
ま
た
、
同
発
表
が
、
同
盟
の
協
力
の
精
神
並
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び
に
同
盟
を
更
に
強
化
す
る
と
と
も
に
地
域
及
び
世
界
の
複
雑
な
安
全
保
障
環
境
に
お
い
て
抑
止
力
を
高
め
る
と
の
日
本
国
及

び
合
衆
国
の
相
互
の
決
意
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、

条
約
に
基
づ
く
合
衆
国
の
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
っ
て
の
地
位
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
軍
属
（
以
下
「
軍
属
」
と
い

(b)

う
。
）
の
構
成
員
が
担
う
不
可
欠
な
役
割
並
び
に
地
位
協
定
上
の
地
位
を
有
す
る
合
衆
国
の
要
員
の
た
め
の
訓
練
及
び
教
育
の

過
程
の
重
要
性
を
認
め
、

地
位
協
定
を
補
足
す
る
こ
の
協
定
を
含
む
軍
属
に
係
る
扱
い
に
つ
い
て
の
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
両
締
約
国
政
府

の
間
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

地
位
協
定
第
二
十
五
条
１
に
規
定
す
る
合
同
委
員
会
（
以
下
「
合
同
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
有
す
る
地
位
協
定
の
実
施
に

関
し
て
相
互
間
の
協
議
を
必
要
と
す
る
全
て
の
事
項
に
関
す
る
両
締
約
国
政
府
の
間
の
協
議
機
関
と
し
て
の
継
続
的
な
有
効
性

を
確
認
し
、

軍
属
に
係
る
扱
い
に
つ
い
て
の
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
が
条
約
の
目
的
の
達
成
及
び
同
盟
の
強
化
に
一
層
寄
与
す
る
こ
と
を

確
信
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。
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第
一
条

こ
の
協
定
は
、
軍
属
に
係
る
扱
い
に
つ
い
て
の
両
締
約
国
政
府
の
間
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条

両
締
約
国
政
府
は
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
に
お
い
て
作
業
部
会
を
設
置
す
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
作
業
部
会
を
通
じ
て

こ
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
協
議
を
開
始
す
る
権
利
を
保
持
す
る
。

第
三
条

両
締
約
国
政
府
は
、
条
約
に
基
づ
く
合
衆
国
の
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
り
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
軍
属
の
範
囲

を
明
確
に
す
る
た
め
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
を
通
じ
て
引
き
続
き
十
分
に
協
力
す
る
。

１

合
衆
国
政
府
は
、
両
締
約
国
政
府
が
合
同
委
員
会
に
対
し
て
作
成
す
る
よ
う
指
示
を
与
え
る
種
別
に
従
っ
て
、
軍
属
の
構

成
員
を
認
定
す
る
。

２

両
締
約
国
政
府
は
、
ま
た
、
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
の
職
に
関
し
、
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
た
め

の
適
格
性
を
評
価
す
る
際
に
合
衆
国
政
府
が
使
用
す
る
基
準
に
つ
い
て
合
同
委
員
会
に
対
し
て
作
成
す
る
よ
う
指
示
を
与
え

る
。
当
該
基
準
は
、
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
が
任
務
の
遂
行
上
必
要
と
さ
れ
る
技
能
又
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は
知
識
を
有
す
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
る
。

第
四
条

両
締
約
国
政
府
は
、
ま
た
、
通
常
日
本
国
に
居
住
す
る
者
が
軍
属
の
構
成
員
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
仕
組
み
及
び

手
続
を
強
化
す
る
た
め
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
を
通
じ
て
協
力
す
る
。

第
五
条

１

両
締
約
国
政
府
は
、
日
本
国
政
府
に
対
し
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
認
定
さ
れ
た
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
に
つ
い
て
速

や
か
に
通
報
が
行
わ
れ
る
よ
う
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
を
通
じ
て
手
続
を
定
め
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の

締
約
国
政
府
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
報
に
関
し
作
業
部
会
で
協
議
す
る
。

２

合
衆
国
政
府
は
、
第
三
条
に
定
め
る
指
示
に
よ
る
基
準
の
作
成
を
受
け
て
、
軍
属
の
構
成
員
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
コ

ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
地
位
を
得
る
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
コ
ン
ト

ラ
ク
タ
ー
の
被
用
者
に
つ
い
て
の
制
度
化
さ
れ
た
定
期
的
な
見
直
し
の
た
め
の
手
続
を
定
め
、
及
び
維
持
す
る
。

３

両
締
約
国
政
府
は
、
軍
属
に
関
す
る
定
期
的
な
報
告
の
た
め
、
第
二
条
に
規
定
す
る
作
業
部
会
を
通
じ
て
手
続
を
定
め

る
。
合
衆
国
政
府
は
、
当
該
報
告
を
日
本
国
政
府
に
対
し
て
提
供
す
る
。
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第
六
条

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
連
し
て
両
締
約
国
政
府
の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
地
位
協
定
第
二
十

五
条
に
定
め
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
続
に
従
い
当
該
紛
争
を
解
決
す
る
。

第
七
条

１

こ
の
協
定
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
地
位
協
定
が
有
効
で
あ
る
限
り
効
力
を
有
す
る
。

３

２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
政
府
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
一
年
前
に
他
方
の
締
約
国
政

府
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
署
名
の
た
め
に
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
七
年
一
月
十
六
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

岸
田
文
雄

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
た
め
に

キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ


